
 

 

 

 

 

 

全国で５万６５７７店に増加した消費税免税店～観光庁 

消費税免税店（輸出物品販売場）店舗数は令和５年９月３０日現在で５万６５７７店となり、

昨年３月３１日（前回調査）からの半年間で５.５％（２９２７店）の増加となったことが、観光庁の

まとめで分かりました。免税店数の内訳としては、三大都市圏で同５.６％増の３万５１９１店、

三大都市圏を除く地方で同５.２％増の２万１３８６店でした。増加の要因は、新型コロナの影響

により減少していた外国人旅行者数の回復が影響しているとみられます。 

観光庁の発表によりますと、昨年９月３０日現在での都道府県別の消費税免税店数は、「東

京都」が１万４７５５店（対令和５年３月３１日比４.３％増）で最も多く、次いで「大阪府」６０４５

店（同７.７％増）、「神奈川県」３３２１店（同６.３％増）、「福岡県」２８７２店（同７.０％増）、「北海

道」２８３３店（同２.７％増）、「千葉県」２７０６店（同２.５％増）、「愛知県」２６７９店（同１２.５％

増）と続いています。 

一方で、最も少ないのは「島根県」の８８店（対策年３月３１日比０.０％）、以下、「徳島県」１０

７店（同５.９％増）、「福井県」１３２件（同２２.２増）、「鳥取県」１３７店（同６.２％増）、「高知県」１

４４店（同１４.３％増）と続きます。また、三大都市圏と地方部の免税店の割合の推移は、平成

２４年４月１日時点で２７.５％（１１４８店）だった地方部が、令和５年９月３０日時点には３７.

８％（２万１３８６店）まで拡大しています。 

なお、外国人旅行者向け免税制度は、令和６年度税制改正において、抜本的な見直しが行

われる方針が明らかにされました。その背景には、足下で多額・多量の免税購入物品が国外に

持ち出されず国内での横流しが疑われる事例が多発していることや、また、出国時に免税で

購入した物品を所持していない旅行者を捕捉し消費税の即時徴収を行っても、その多くが徴

収できず滞納となり、同制度の不正利用は看過できない状況となっていることがあります。 

こうした現状を踏まえ、免税販売の要件として、新たに政府の免税販売管理システムを通じ

て取得した税関確認情報（仮称：免税店で免税購入対象者が免税購入した物品を税関長が国

外に持ち出すことを確認した旨の情報）の保存を求めることとし、外国人旅行者の利便性の

向上や免税店の手続きの事務負担の軽減や、空港等での混雑に配慮しつつ、令和７年度税制

改正において、制度の詳細について結論を得ることとされています。 

 

「都道府県別消費税免税店数(2023年9月30日現在)について（国土交通省観光庁）」（令和6年1月

12日）は、 こちらからご覧いただけます。 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page02_000206.html 
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